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この手引きは、「大和高田市立学校使用条例」および「大和高田市立学校使用条例

施行規則」、「大和高田市立学校設備の使用に関する実費徴収規則」、「大和高田市

立学校空調設備運用指針」に基づき、大和高田市立学校空調設備の使用につい

て、具体的なルールと手続きを定めたものです。 

 

１ 対象となる空調設備 

 大和高田市立小・中学校体育館の空調設備 

２ 使用期間 

 毎年、４月１日から6月３0日、10月1日から11月30日及び3月は、空調

設備を使用することができない。 

※特別に事由がある場合を除き、原則、上記のとおりとします。 

３ 実費負担 

区分 対象の範囲 使用料 

空調設備 小学校体育館 １時間につき300円 

中学校体育館 １時間につき4５0円 

 ※使用時間について、１時間未満の端数の時間があるときは、当該端数の時間を

１時間として算定する。 

 ※原則、既納の実費負担について、還付は行いません。ただし、特別に事由があ

る場合に限り、その全部又は一部を還付する場合があります。 
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４ 申請手続き等 

（１） 市役所２階学校教育課に「学校施設設備使用申請書」を提出してください。 

※学校施設の使用許可を受けている団体のみ申請が可能となります。 

※空調設備の使用申請時間は学校施設の使用許可時間数と同時間を申請してくだ

さい。（例.体育館を３時間使用する申請をしている場合、空調設備の使用申請時間

は３時間となります。） 

（２）「学校施設設備使用許可書」の発行と同時に実費負担相当額を徴収します。 

なお、学校施設設備の使用申請は１ヵ月単位で申請することを可能とします。（学校

施設使用許可申請と同様に数ヶ月分を申請することも可能です。） 

（３）「空調設備用鍵借用確認書」をご記入いただき、空調設備の鍵を貸出します。

（４）空調設備を使用する際、鍵で解錠してください。 

（５）使用後、学校施設利用団体において鍵を保管してください。 

（６）空調設備の使用期間終了後、、市役所２階学校教育課へ鍵を返却してください。 

５ その他注意事項 

 ・夏季期間における設定温度は２８度を基本とし、冬季期間における設定温度は

１８度を基本とします。 

・換気について、体育館内の環境保持のために、適宜、扉や窓を開け、十分な換

気に努めてください。 

・申請時間を超えての使用は認められません。申請時間を超えて使用していたこと 
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が判明した場合、追加で実費を徴収し、施設利用を認めない場合があります。 

・空調設備の無断使用、鍵のスペア作成、紛失、返却しない等の行為が確認された

場合、施設利用を認めない場合があります。また、紛失等があった場合には、費用

は自己負担となります。 

・使用後は空調設備の電源を消し、施錠する等、原状回復に努めてください。 

・使用中に発生した事故や空調設備の破損については、施設又は設備の不備による

ものを除き、原則として使用者の責任とします。教育委員会は、一切の責任を負い

ません。また、設備を破損したときは、損害賠償の責任を負っていただきます。 

・「大和高田市立学校使用条例」、「大和高田市立学校使用条例施行規則」や本手引き

に違反し、又は指示事項が守られない場合は、施設利用を認めない、または、施設

の貸出しを取り消すことがあります。 

 

 


